庁内調整会議付議事項通知書
　
年　　月　　日提出
	付議事項名
	

	所　属　長
	課・局　長　　　　　　　　　　　

	区　　　分
	宇美町庁議要綱第5条第1項第　　号該当
（※該当する号番号を記載してください）

	付議事項の概要
	

	庁内調整会議におい
て調整を要する事項
	

	出席構成員
（該当者に○）
	町長　・　副町長　・　教育長

	
	[bookmark: _GoBack]総務課長　地域コミュニティ課長　企画財政課長　住民課長　健康課長　福祉課長　税務課長　会計課長　環境課長　シティプロモーション課長　管財課長　都市整備課長　上下水道課長　議会事務局長　学校教育課長　社会教育課長　こどもみらい課長

	特記事項
	

	提出資料
	有　　・　　無



備考
１　通知書は、付議事項1件につき1部ご提出ください。
２　提出に当たっては、この通知書及び説明資料(必要部数)をご提出ください。
